
上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略してお
ります。

第49回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

第49期（2024年1月１日～2024年12月31日）

＜事業報告＞
　●業務の適正を確保するための体制
　●業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

＜連結計算書類＞
　●連結株主資本等変動計算書
　●連結注記表

＜計算書類＞
　●株主資本等変動計算書
　●個別注記表



業務の適正を確保するための体制

　当社は、2015年4月17日開催の当社取締役会の決議により、業務の適正を確保するため
の体制の内容を一部改定いたしました。その内容は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．取締役は、法令及び定款を遵守するための体制を含む内部統制システムを構築し、監
査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職
務執行を監査する。

ロ．取締役会が代表取締役及び業務執行を委任した取締役の職務の執行を監督するため、
取締役は、他の取締役の職務執行状況を相互に監視・監督する。

ハ．内部監査室は、内部統制システムの有効性について評価し、その結果を取締役及び監
査役に報告する。

ニ．当社は、コンプライアンス規程及び「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行
動基準（コンプライアンス指針）」等を定め、当社企業グループの役員及び使用人が
法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹
底を図るために、役員及び使用人の研修・教育を行うものとする。

ホ．当社は、コンプライアンス違反またはその恐れのある事実を早期に発見し是正するこ
とを目的として、コンプライアンスヘルプライン（内部通報制度）を設置する。ま
た、通報者の希望により匿名性を担保するとともに、通報者に対していかなる不利益
も生じさせないことを保証する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．当社は、法令及び定款並びに文書管理規程、帳票管理規程、情報リスクマネジメント
規程その他の社内規程に基づき、取締役の職務に係る文書の適切な作成、保存及び管
理を行う。

ロ．取締役の職務執行に必要な文書及び記録等については、取締役、監査役及び会計監査
人が必要に応じて閲覧または謄写することができるよう検索可能性の高い方法で保存
及び管理を行うものとする。
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③　損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制
イ．当社は、リスク管理基本規程を定め、各部門において有するリスクの把握、分析、評
価及びその回避等適切な対策を実施するとともに、経営に重大な影響を及ぼす不測の
事態が発生し、または発生する恐れが生じた場合に備え、リスク管理委員会を組織し
て予め必要な対応方針を整備し、万が一不測の事態が発生した場合には、必要かつ適
切な対応を行う。

ロ．新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を取締役会におい
て決定する。

ハ．特に、コンプライアンス、環境（自然環境・職場環境）、災害、品質（製品品質・サ
ービス品質・業務品質）、情報セキュリティー、輸出管理等に係るリスクについて
は、各担当部門において規程の整備を進め、ガイドラインやマニュアル等の作成を行
い、かつ研修・教育を行う。

ニ．全社的なリスク管理状況の監視・監督は、リスク管理委員会が行い、重要なリスクに
ついては取締役及び監査役に報告する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会は、原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機
動的な意思決定を行う。

ロ．取締役会は、経営組織及び職務分掌に基づき、取締役に業務執行を行わせる。
ハ．経営効率を向上させるため、営業会議、合同技術会議、品質保証会議、事業報告会等
を開催し、これに取締役が参加することにより業務執行に関する基本的事項及び重要
事項に係る意思決定を機動的に行う。

ニ．迅速で効率性の高い企業経営を実現するため、執行役員制度を導入し、取締役会は執
行役員に業務執行を委任する。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．当社は、関係会社運営管理規程に基づき、子会社管理の所轄部門が、重要事項の報告
を求めるなど、子会社の統括管理を行う。

ロ．当社は、リスク管理基本規程に基づき、子会社から各社固有のリスクについて報告を
受け、当社企業グループ全体の適切なリスク管理を実施する。

ハ．当社は、当社企業グループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、会計、生産
管理、販売管理等の基幹システムを統合し、業務プロセスの改善及び標準化に努め
る。
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ニ．子会社は、当社との緊密な連携のもとに、「ソディック」ブランドの維持・向上を図
ることができるように、自らの自立的な内部統制システムの整備を推進する。

ホ．子会社の経営については、その独立性を尊重しつつ、取締役会が必要性を認める場合
には、子会社の取締役または監査役として当社の取締役、監査役または使用人を派遣
し、子会社の事業内容及び子会社の取締役の職務執行状況の定期的な報告を求めるな
どして、子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。

ヘ．内部監査室は、子会社の監査を実施し、その結果を当社の取締役及び監査役に報告す
る。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
イ．監査役は、必要に応じて職務遂行を補助する使用人を置くことを求めることができ
る。

ロ．監査役を補助する使用人の人事評価、人事異動及び懲戒処分等については、監査役の
同意を得るものとする。

ハ．監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役や内
部監査室長などの指示・命令を受けないものとする。

⑦　当社の監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由と
して不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
イ．取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行の状況及び子会社の管理
状況を報告する。また、取締役は、法定の事項に加え、当社企業グループに重大な影
響を及ぼす事項や内部統制システムの構築・運用の状況について、監査役会規程、監
査役監査規程、リスク管理基本規程その他の社内規程に基づき、監査役に報告する。

ロ．当社は、当社及び子会社の使用人等から内部通報があった場合は、その事実等を速や
かに監査役に報告する。

ハ．監査役は、内部監査室による子会社監査の報告によるほか、その職務を行うために必
要ある事項は、子会社の往査等を通じて、子会社の取締役及び使用人等から報告を受
けることができる。

ニ．当社及び子会社は、上記の報告を行った取締役及び使用人等に対して、いかなる不利
益も生じさせないことを保証する。
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⑧　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
　当社は、監査役が監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対
して助言または調査等を委託し所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査
役の職務遂行のために必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理す
る。
⑨　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要な課題などについて意見
の交換等を行う。

ロ．監査役は、内部監査室と密接な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査
を求めるとともに、監査計画や監査結果等について説明を求める。

ハ．監査役は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、
会計監査人に監査計画や監査結果等について説明を求める。

ニ．取締役は、監査役がその職務遂行のために、情報の収集及び交換を適切に行うことが
できるようにするため、監査役が必要と認めた重要な調査に協力する。

⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ．当社は、「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準（コンプライアンス
指針）」に基づき、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力と
の関係を一切持たないことを基本方針とする。また、反社会的勢力のいかなる不当要
求に対しても、組織全体として毅然とした対応をとるものとする。

ロ．当社は、「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準（コンプライアンス
指針）」を当社企業グループの役員及び使用人に周知徹底し、反社会的勢力との関係
排除に向け、グループ全体での企業倫理の浸透に取り組む。また、反社会的勢力から
の圧力に対抗するため、警察や企業防衛対策協議会等の外部の専門機関との連携関係
を構築する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に関する事項
　臨時を含め13回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項を協議・
決定するとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行いました。さらに、社外取締役を
複数名選任し、監督機能を強化しています。
　また、意思決定の迅速化と効率化を目的として執行役員制度を導入しています。
②　コンプライアンスに関する事項
　役員及び使用人に対し「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準（コンプ
ライアンス指針）」を定期的に配信し、その遵守を誓約する意思確認を行っています。
　また、内部通報制度を構築し、通報者の匿名性の確保と制度の実効性を高めるため、社
外の弁護士を通報先とする社外通報窓口も設置しています。
③　損失の危険の管理に関する事項
　リスク管理基本規程に基づき定期的にリスク管理委員会を開催し、企業グループ全体の
リスクを分析・評価し、重要なリスクの対応状況については取締役会及び監査役に報告し
ています。
　また、自然災害など不測の事態により生じる損害の拡大を抑え、損失または不利益を最
小限とするためにＢＣＰ（事業継続計画）の整備を進めています。
④　企業グループの業務の適正に関する事項
　関係会社運営管理規程に基づき、重要事項については子会社から子会社管理の所轄部門
に事前に承認申請または報告を行っています。
　また、内部監査室は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応したモ
ニタリングを行い、その結果を社長及び監査役に報告しています。
⑤　監査役監査の実効性の確保に関する事項
　監査役は、取締役会、営業会議、リスク管理委員会等の重要会議に出席し、また、定期
的に行われる代表取締役、内部監査室、会計監査人との会合を通じて、重要な情報につい
て適宜報告を受け、取締役の職務執行が法令及び定款に違反していないか監査していま
す。
　また、監査役会の直轄下に監査役会室を設置し、専任のスタッフを配置して監査役の職
務を補助しています。
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(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

(単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 24,618 9,717 32,257 △3,010 63,583
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △1,472 △1,472
海外子会社における従業員
奨励福利基金への積立金 △11 △11

親会社株主に帰属する
当期純利益 4,115 4,115

自己株式の取得 △178 △178
自己株式の処分 53 53
利益剰余金から資本剰余
金への振替 0 △0 －

譲渡制限付株式報酬 △0 △0
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 2,630 △124 2,506
当連結会計年度末残高 24,618 9,717 34,888 △3,134 66,090

連結株主資本等変動計算書
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その他の包括利益累計額
非支配

株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,397 12,125 △30 13,491 53 77,129
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △1,472
海外子会社における従業員
奨励福利基金への積立金 △11

親会社株主に帰属する
当期純利益 4,115

自己株式の取得 △178
自己株式の処分 53
利益剰余金から資本剰余
金への振替 －

譲渡制限付株式報酬 △0
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額) △30 4,717 109 4,795 △3 4,791

当連結会計年度変動額合計 △30 4,717 109 4,795 △3 7,298
当連結会計年度末残高 1,366 16,842 78 18,286 50 84,427
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 19社
　主要な連結子会社の名称は「事業報告１．企業集団の現況　⑶　重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。
　従来連結子会社であった蘇比克（厦門）磁性材料有限公司は、2024年5月1日付で沙迪克（厦門）有限公司を存続会社とする
吸収合併により消滅したため、当連結会計年度において連結範囲から除外しております。

②　非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社イマリ精工

Sodick Technologies India Private Limited
・連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等はいずれも小規模であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を
及ぼしておりません。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社数 ０社
・持分法適用の関連会社数 １社

Plustech Inc.
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社イマリ精工
Sodick Technologies India Private Limited
STK Technology(Jiangsu)Co.,Ltd.

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ連結計算書類の親会社株主に
帰属する当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全
体としても重要性に乏しいため、これらの会社に対する投資については、持分法適用の範囲か
ら除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
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・市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ 時価法（特例処理の条件を満たす場合には特例処理を採用）
ハ．棚卸資産

・商品及び製品並びに
仕掛品

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

・原材料及び貯蔵品 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
　（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物及び構築物については、定額法を
採用しております。

ロ．無形固定資産
　（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・販売目的のソフトウエア 見込販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に基づく均等償却額とのいずれか大き

い金額を計上しております。なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ．リース資産
・所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー
ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残
価保証額、それ以外のものは、零とする定額法によっております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を
計上しております。

ロ．賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は、従業員の賞与の支出に備えて、賞与支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要
支給額を計上しております。
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⑤　収益及び費用の計上基準
　　　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は

以下のとおりであります。
イ. 工作機械事業、産業機械事業

　主に放電加工機、マシニングセンタ、射出成形機などの製品の開発、製造、販売及びその消耗品の販売並びに保守サービ
スの提供を行っております。
　これらの製品の販売については、輸出取引を除き、製品を顧客に引き渡し、検収を受けた時点で顧客が当該製品に対する
支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主に顧客が検収した時点で収益を認識しております。輸出
取引においては、貿易条件等に基づき支配が顧客に移転した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充
足されると判断していることから、貿易条件等に基づき支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　消耗品販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販
売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから出荷時に収益を認識
しております。
　保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社グループの製品を利用できる状態にすること
が履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。また、
合意された仕様に従った製品保証を超えて提供している製品の保証期間内における無償保守サービスについては、保証期間
の経過に応じて顧客が便益を享受することから、保証期間の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、収益を認識してお
ります。
　なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な金融要素は含んでおりませ
ん。

ニ．製品保証引当金 当社及び一部の連結子会社は製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の売上高に対する
支出割合に基づき必要額を計上しております。

ホ．品質保証引当金 当社は有償修理後に発生する品質保証費用の支出に充てるため、過去の実績を基礎にして品質
保証引当金を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　　　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年

金資産の額を控除した額を計上しております。
イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理するこ
ととしております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益
累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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ロ. 食品機械事業
　主に製麺機、麺製造プラント、無菌包装米飯製造装置などの製品の開発、製造及び販売並びに保守サービスの提供を行っ
ております。
　これらの製品の販売については、当社グループの履行により別の用途に転用できない資産が生じること、及び当社グルー
プが履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから一定期間にわたり充足する履行義
務があると判断し、コストに基づくインプット法により収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合
理的に見積もることができない場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
　保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社グループの製品を利用できる状態にすること
が履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。
　なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な金融要素は含んでおりませ
ん。

⑥　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在
外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

⑦　重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引のうち「金利スワップの特例処理」（金融商品に関する会計基準注解）の対

象となる取引については、当該特例処理を適用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…変動金利借入の支払金利

ハ. ヘッジ方針 当社及び一部の連結子会社は、財務上のリスク管理対策の一環として、デリバティブ取引を行
っております。借入金等の金利変動リスク軽減のために金利スワップ取引を行うものとしてお
ります。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 特例処理によっている金利スワップについては、有効性評価を省略しております。
⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生連結会計年度の期間費用としております。

⑸　のれんの償却に関する事項
　のれんの償却については、投資効果の発現する期間で均等償却しております。
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繰延税金資産 1,956百万円

有形固定資産 32,238百万円
無形固定資産 2,220百万円
固定資産に係る減損損失 453百万円
（事業構造改善費用に含めて表
示したものを含む）

２．会計方針の変更に関する注記
　　　該当事項はありません。

3．表示方法の変更に関する注記

　　　該当事項はありません。

4．会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　当社グループは、将来の利益計画に基づき課税所得が十分に確保できることなどの理由により、回収可能性があると判断し

た将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
　　　将来の収益性に係る判断は、将来の市場の動向その他の要因により影響を受けます。回収可能性の評価にあたっては慎重に

検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社グル
ープの財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。

(固定資産の減損)
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　当社グループは、減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー

の総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
　　　本連結会計年度において、その他のセグメントの一部である資産グループについて減損の兆候がありましたが、事業計画を

基礎として算出した割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていたため減損損失の認識が不要と判断いたしまし
た。

　　　また、宮崎県にある保養所が遊休資産となり回収可能価額が帳簿価額を下回ったため減損損失を計上しております。
　　　中国において主に工作機械の製造を行う連結子会社である蘇州沙迪克特種設備有限公司は、中国政府より都市建設及び発展

のために現住所からの移転を求められており、当社グループはそれに同意しております。移転先へ移設できない固定資産につ
いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

　　　上記以外の資産グループについては減損の兆候が無いことから減損損失の認識が不要と判断いたしました。
　　　なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の使用価値が見積りと

異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。

－ 12 －



棚卸資産 31,623百万円
評価損計上額（売上原価） 423百万円

(棚卸資産の評価)
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　　なお、評価減計上額は戻し入れ額と相殺した後のものであります。

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　当社グループは、商品及び製品並びに仕掛品は主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）、原材料及び貯蔵品は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）にて評価しております。

　　　当社グループでは、機械は受注に基づいて製造されることが多く、販売可能性が見込まれない製品や仕掛品が発生するリ
スクは高くない一方、過去に販売した機械の保守や修理のためのパーツの保有では保有期間が長期化する傾向にあります。
これらの棚卸資産の保有期間が長期化するに伴い、販売および消費可能性が低下することが想定されることから、在庫保有
期間および過去の販売と消費の実態に基づいたルールを策定し、当該ルールのもと、滞留在庫に対する評価損を計上してお
ります。なお、製品及び仕掛品のうち機械については、正味売却価額に基づき、収益性の低下を検討しております。

　　　評価減の認識および測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提
とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。

(工事原価総額の見積り)
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　　履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する売上高　5,655百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　当社グループは、工事契約に係る収益を計上するに当たり、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識

しており、食品機械事業の売上高の大半は当該収益認識基準を適用しております。進捗度の見積りにおいては、当連結会計
年度末までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合を工事進捗度とするコストに基づくインプット法を採用してお
ります。

　　　工事内容の変更による契約金額の変更や原材料価格の変動等により工事原価総額の見積りの見直しが必要になった場合
は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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建物及び構築物 1,638百万円
土地 3,227百万円

建物附属設備 28百万円
機械装置 84百万円

5．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産
　　借入金の担保に供されている資産（簿価）は次のとおりであります。

（注）上記物件については、短期借入金100百万円、１年内返済予定の長期借入金4,936百万円、長期借入金4,350百万円の担保
に供しております。

⑵　国庫補助金等による固定資産圧縮額
　　国庫補助金等による圧縮記帳額は112百万円であり、貸借対照表計上額は圧縮記帳額を控除しております。
　　なお、その内訳は次のとおりであります。
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株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 の
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 増 加
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 減 少
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末 の
株 式 数

普 通 株 式 54,792,239株 －株 －株 54,792,239株

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ.2024年３月28日開催の第48回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の金額　　　　　　761百万円
・配当金の原資　　　　　　利益剰余金
・１株当たり配当額　　　　15円
・基準日　　　　　　　　　2023年12月31日
・効力発生日　　　　　　　2024年３月29日

ロ.2024年８月８日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の金額　　　　　　711百万円
・配当金の原資　　　　　　利益剰余金
・１株当たり配当額　　　　14円
・基準日　　　　　　　　　2024年６月30日
・効力発生日　　　　　　　2024年９月６日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
　2025年３月28日開催の第49回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の金額　　　　　　758百万円
・配当金の原資　　　　　　利益剰余金
・１株当たり配当額　　　　15円
・基準日　　　　　　　　　2024年12月31日
・効力発生日　　　　　　　2025年３月31日

⑶　新株予約権に関する事項
　　　該当事項はありません。
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7．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に関する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産等に限定し、また、資金調達については主とし
て銀行借入や社債発行による方針です。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わ
ない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把
握する体制としています。
　また、外貨建の金銭債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定
期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。
　また、長期貸付金は主に関係会社に対して実行しており、定期的に財務状況の把握を行っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債は主に設備投資及び研究開発に係る資金
調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の
変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段とし
て利用しております。
　法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税）及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほとんどが２ヶ月以内に納
付期限が到来するものであります。
　デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあ
たっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ
とがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

⑴投資有価証券(*2)

①満期保有目的の債券 10 9 △0

②その他有価証券 2,783 2,783 －

⑵長期貸付金 0 0 0

資産計 2,793 2,793 0

⑴社債(*3) 300 295 △4

⑵長期借入金(*4) 32,608 32,365 △243

負債計 32,908 32,660 △248

デリバティブ取引(*5) △145 △145 －

区分 当連結会計年度(百万円)

非上場株式 3,797

組合出資金（※） 66

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(＊1)「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、
「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること、または短期間で決済及び返済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。

(＊2)市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。
　　当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（※）投資事業有限責任組合への出資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年
６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(＊3)社債には、1年内償還予定の社債も含まれております。
(＊4)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金も含まれております。
(＊5)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

現金及び預金 47,762 － － －

受取手形 1,889 － － －

売掛金 12,510 － － －

電子記録債権 2,220 － － －

投資有価証券

  満期保有目的の債券 － 10 － －

長期貸付金 － 0 － －

合計 64,381 10 － －

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

短期借入金 4,245 － － － － －

社債 140 160 － － － －

長期借入金 8,645 7,434 5,925 4,200 3,420 2,982

合計 13,030 7,594 5,925 4,200 3,420 2,982

（注）1．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

（注）2．社債、長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま
す。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と
　　　　　　　　なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット
　　　　　　　　を用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

  その他有価証券 2,783 － － 2,783

デリバティブ取引

  通貨関連 － △145 － △145

資産計 2,783 △145 － 2,638

区分
時価(百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券
  満期保有目的の債券 － 9 － 9

長期貸付金 － 0 － 0

長期預金 － 4,986 － 4,986

資産計 － 4,996 － 4,996

社債 － 295 － 295
長期借入金 － 32,365 － 32,365

負債計 － 32,660 － 32,660

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。一方で、当社が保有している公債は、取引金融機関から提示された価格によっており、その時
価をレベル2の時価に分類しております。

長期貸付金
　長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定しており、レベル2の時価に分類しております。

長期預金
　長期預金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
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報告セグメント その他
合計

工作機械 産業機械 食品機械 （注）１

製品販売 38,377 7,956 6,579 5,057 57,972
保守サービス・
消耗品

12,977 1,603 1,115 － 15,696

合計 51,355 9,560 7,695 5,057 73,668

デリバティブ取引
　為替予約の時価評価は、取引先金融機関から提示された価格等により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

社債
　社債の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定し
ており、レベル2の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定しており、レベル2の時価に分類しております。

8．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

9．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　①財又はサービスの種類別の内訳

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、精密金型・精密成形事業、要素技術事
業等を含んでおります。

２．グループ間の内部取引控除後の金額を表示しております。
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報告セグメント その他
合計

工作機械 産業機械 食品機械 （注）２

日本 10,018 3,792 4,706 4,865 23,383
北・南米 10,333 1,403 33 0 11,771
欧州 6,321 176 － － 6,498
中華圏 17,918 2,534 888 188 21,529
その他アジア 6,763 1,652 2,067 2 10,486
合計 51,355 9,560 7,695 5,057 73,668

当連結会計年度期首
（2024年１月１日）

当連結会計年度末
（2024年12月31日）

顧客との契約から生じた債権 13,769 16,619
契約資産 2,236 2,570
契約負債 3,296 3,855

　②地域別の内訳
（単位：百万円）

（注）１．国または地域別の収益は顧客の所在地に基づき、分解しております。
２.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、精密金型・精密成形事業、要素技術事業

等を含んでおります。
３．グループ間の内部取引控除後の金額を表示しております。

⑵　顧客との契約から生じる収益を認識するための基礎となる情報
　　　収益を理解するための基礎情報は、連結注記表「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　⑷　会計方針に関す

る事項　⑤　収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。

⑶　契約残高
　　　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりです。

（単位：百万円）

　契約資産は、主に、食品機械の販売等の一定期間にわたり充足した履行義務に係る対価に対する当社グループの権利であり、
対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は主に２種類あり、１つ
は製品の引渡前に当社グループが顧客から受け取った対価、もう１つは製品の販売と同時に提供している追加の保証サービスを
保証期間に応じて繰り延べたものであり、両方とも通常、当社グループが履行義務を充足した時点で収益に振り替えられます。
当連結会計年度に認識した収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、1,910百万円であります。
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当連結会計年度末
（2024年12月31日）

履行義務の充足に関する進捗に応じた残存履行義務 3,661
保証サービスに係る残存履行義務 1,328
顧客に付与するポイントに係る残存履行義務 46

⑴　１株当たり純資産額 1,668円55銭
⑵　１株当たり当期純利益 81円06銭

　なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益の額に重要性はあり
ません。

⑷　残存履行義務に配分した取引価格
　　　残存履行義務に配分した取引価格の総額は以下のとおりです。

（単位：百万円）

　履行義務の充足に関する進捗に応じた残存履行義務は食品機械事業に係るもので、当該履行義務の充足に関する進捗に応じ
て、概ね２年以内に収益を認識することを見込んでいます。
　保証サービスに係る残存履行義務は、製品の販売と同時に提供している追加の保証サービスを保証期間に応じて繰り延べたも
のであり、概ね３年以内に収益を認識することを見込んでおります。
　顧客に付与するポイントに係る残存履行義務は、消耗品の購入に対して顧客に付与した、将来の消耗品の購入に使用できるポ
イントを行使または失効まで繰り延べたものであり、概ね2年以内に収益を認識することを見込んでおります。
　なお、当初の予想契約期間が１年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、上記金額には含めておりませ
ん。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　　 該当事項はありません。

－ 22 －



(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 24,618 9,719 ー 9,719 13,568 13,568 △3,010 44,896

当期変動額

剰余金の配当 △1,472 △1,472 △1,472

当期純利益 3,207 3,207 3,207

自己株式の取得 ー ー △178 △178

自己株式の処分 ー ー 53 53
利益剰余金から資本剰
余金への振替 0 0 △0 △0 ー

譲渡制限付株式報酬 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ー ー ー ー 1,734 1,734 △124 1,610

当期末残高 24,618 9,719 ー 9,719 15,302 15,302 △3,134 46,506

株主資本等変動計算書
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評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 1,302 1,302 46,198

当期変動額

剰余金の配当 △1,472

当期純利益 3,207

自己株式の取得 △178

自己株式の処分 53
利益剰余金から資本剰
余金への振替 －

譲渡制限付株式報酬 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △59 △59 △59

当期変動額合計 △59 △59 1,550

当期末残高 1,243 1,243 47,749
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⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

子会社株式及び
関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券
・市場価格のない株式等
　以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②　デリバティブ 時価法（特例処理の条件を満たす場合には特例処理を採用）
③　棚卸資産

・商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

・製品、仕掛品並びに
未着品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物及び構築物については、定額法を
採用しております。

②　無形固定資産
　（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・販売目的のソフトウエア 見込販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に基づく均等償却額とのいずれか大き

い金額を計上しております。なお、当初における見込販売有効期間は３年としております。
・のれん 投資効果の発現する期間で均等償却しております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③　リース資産
・所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残
価保証額、それ以外のものは、零とする定額法によっております。

④　長期前払費用 均等償却によっております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②　賞与引当金 従業員の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上
の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定
率法（10年）により発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
また、当事業年度末については、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の
差異を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。

④　製品保証引当金 製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の売上高に対する支出割合に基づき必要額を計
上しております。

⑤　品質保証引当金 有償修理後に発生する品質保証費用の支出に充てるため、過去の実績を基礎にして品質保証引
当金を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　収益及び費用の計上については、連結注記表「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　⑷　会計方針に関する事
項　⑤　収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。

⑸　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

⑹　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引のうち「金利スワップの特例処理」（金融商品に係る会計基準注解）の対象

となる取引については、当該特例処理を適用しております。
②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段……金利スワップ取引

ヘッジ対象……変動金利借入の支払金利
③　ヘッジ方針 財務上のリスク管理対策の一環として、デリバティブ取引を行っております。借入金の金利変

動リスク軽減のために金利スワップ取引を行うものとしております。
④　ヘッジ有効性評価の方法 特例処理によっている金利スワップについては、有効性評価を省略しております。

⑺　その他計算書類作成のための基本となる事項
控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。
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前事業年度 当事業年度
繰延税金資産(相殺前） 398百万円 580百万円

有形固定資産 17,036百万円
無形固定資産 1,119百万円
固定資産に係る減損損失 88百万円

棚卸資産 13,570百万円
評価損計上額（売上原価） 463百万円

２．会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

3．会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　連結注記表「4．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。

(固定資産の減損)
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　当社は、減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が

帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
　　　本事業年度において、宮崎県にある保養所が遊休資産となり回収可能価額が帳簿価額を下回ったため減損損失を計上してお

ります。
　　　上記以外の資産グループについては減損の兆候が無いことから減損損失の認識が不要と判断いたしました。
　　　なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の使用価値が見積りと

異なった場合、翌事業年度の計算書類において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(棚卸資産の評価)
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　　なお、評価減計上額は戻入額と相殺した後のものであります。
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建物 1,273百万円
土地 3,124百万円
計 4,398百万円

Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 393百万円
Sodick Europe Holding Ltd. 131百万円

短期金銭債権 7,683百万円
短期金銭債務 1,861百万円

建物附属設備 28百万円
機械装置 84百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　連結注記表「4．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。

(工事原価総額の見積り)
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する売上高　5,655百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　連結注記表「4．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。

4．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

建物1,273百万円、土地3,124百万円は、１年内返済予定の長期借入金4,936百万円、長期借入金4,350百万円の担保に供して
おります。

⑵　偶発債務
保証債務
　次の関係会社等の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

⑶　関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
　区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

⑷　国庫補助金等による固定資産圧縮額
国庫補助金等による圧縮記帳額は112百万円であり、貸借対照表計上額は圧縮記帳額を控除しております。
なお、その内訳は次のとおりであります。
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　　営業取引 （売上取引） 16,708百万円
（仕入取引） 15,089百万円
（その他） 967百万円

　　営業取引以外の取引 （収益） 2,096百万円
（費用） ２百万円

主な用途 種類 場所 減損損失

保養所 土地・建物 宮崎県 88百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 4,051,960株 243,809株 72,600株 4,223,169株

5．損益計算書に関する注記
　⑴関係会社との取引高

　⑵減損損失

　　当社は、減損損失を把握するにあたり、原則として継続してキャッシュ・フローの把握が可能な最小の単位で資産をグルーピン
グしております。

　　本事業年度において、宮崎県にある保養所が遊休資産となり回収可能価額が帳簿価額を下回ったため減損損失を計上しておりま
す。

6．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加243,809株は、取締役会決議による取得240,900株、譲渡制限付株式報酬として処分した
株式のうち無償取得した2,509株、単元未満株式の買取りによる取得400株であります。

　　　普通株式の自己株式の株式数の減少72,600株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少72,600株でありま
す。
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繰延税金資産
　貸倒引当金 10 百万円
　賞与引当金 140
　棚卸資産評価損 1,316
　製品保証引当金 117
　有価証券評価損 978
　減損損失 294
　減価償却超過額 275
　税務上の繰越欠損金 (注) 326
　その他 596
繰延税金資産小計 4,055
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △326
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,418
評価性引当額小計 △3,475
繰延税金資産合計 580
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 322
　有形固定資産 0
　前払年金費用 141
　その他 0
繰延税金負債合計 464
繰延税金資産の純額 115

7．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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1年以内
1年超

2年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金

（※）
－ 73 223 29 － － 326

評 価 性 引 当 額 － 73 223 29 － － 326

繰 延 税 金 資 産 － － － － － － －

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額合計

（単位：百万円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

8．関連当事者との取引に関する注記
⑴　法人主要株主等

　　　該当事項はありません。
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属性 会社等の名称 資本金又
は出資金

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

(人)
事 業 上
の 関 係

子会社
Sodick 
(Thailand) 
Co.,Ltd.

740百万
タイバーツ

放電加工
機・射出
成形機の
製造・販
売

所有
　直接

100

2 製品の製造

製品の購入
（ 注 ２ ）

12,108 買 掛 金 1,082

債 務 保 証
（ 注 １ ）

393 － －

利息の受取
（ 注 ３ ）

146

関 係 会 社
短期貸付金

347

関 係 会 社
長期貸付金

2,040

子会社
沙迪克(厦門)有
限公司

81,500
千米ドル

放電加工
機・食品
機械の製
造・販売

所有
　直接

100

1 製品の製造 有 償 支 給 3,189 未 収 入 金 1,123

子会社
Sodick 
Europe Ltd.

100
千英ポンド

放電加工
機の販売

所有
　間接

100

2
欧州における
製品の販売

製品の販売
（ 注 ２ ）

3,651 売 掛 金 1,251

子会社 Sodick, Inc.
671

千米ドル
放電加工
機の販売

所有
　間接

100

3
北米における
製品の販売

製品の販売
（ 注 ２ ）

5,206 売 掛 金 1,648

⑵　子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）上記子会社の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。
（注2）上記子会社との取引については、市場価格を勘案して決定しております。
（注3）上記子会社に対する資金の貸付の利息については、市場金利及び会社の財政状態を勘案して決定しております。

⑶　役員及び個人主要株主等
　　該当事項はありません。
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⑴　１株当たり純資産額 944円25銭
⑵　１株当たり当期純利益 63円18銭

9．収益認識に関する注記

　　　収益を理解するための基礎となる情報
　　　収益を理解するための基礎となる情報は連結注記表「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　⑷　会計方針に関

する事項　⑤　収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注）本計算書類の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし百分率は四捨五入して表示しておりま
す。
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